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4.5 廃棄物等 

4.5.1 一般廃棄物 

(1) 現況調査 

ア．一般廃棄物の状況 

川崎市における 2013～2024 年度のごみ焼却量等の実績は、表 4.5.1-2 及び図 4.5.1-1 に

示すとおりである。 

2024 年度の総排出量（焼却ごみ+資源化量）は、449,192t である。その内、焼却ごみが

315,155t、資源化量が 134,037ｔであり、資源化率は 29.8％である。それぞれの内訳をみ

ると、焼却ごみは家庭系が 226,081t（71.7％）、事業系が 89,074t（28.3％）であり、資

源化量は、家庭系が 80,019t（59.7％）、事業系が 54,018t（40.3％）である。 

2013～2024 年度の 10 年間の推移では、焼却ごみ、資源化量共に減少傾向を示している。

また、資源化率はおおむね 30％で推移している。 

計画地周辺に位置する一般廃棄物処理施設は、表 4.5.1-1 に示すとおりである。 

 

資料：「令和 7 年度 環境局事業概要－廃棄物編－」（令和 7 年 8 月 川崎市） 

図 4.5.1-1 ごみ焼却量等の推移 

表 4.5.1-1 計画地周辺の一般廃棄物処理施設 

施設名称 施設の種類 所在地 

川崎生活環境事業所 生活環境事業所 川崎区塩浜 4-11-9 

浮島処理センター ごみ焼却処理施設 川崎区浮島町 509-1 

堤根処理センター注） ごみ焼却処理施設 川崎区堤根 52 

浮島埋立事業所 埋立処分施設 川崎区浮島町 523-1 

南部リサイクルセンター 
資源化処理施設 

（空きびん・空き缶・ペットボトル） 
川崎区夜光 3-1-3 

浮島処理センター粗大ごみ処理

施設 

資源化処理施設 

（粗大ごみ・小物金属） 
川崎区浮島町 509-1 

浮島処理センター資源化処理施

設 

資源化処理施設 

（ミックスペーペー・プラスチック製容器包装・プラスチック資源） 
川崎区浮島町 509-1 

かわさきエコ暮らし未来館 普及啓発施設 川崎区浮島町 509-1 

注）堤根処理センターは休止中である。 

出典：「令和 7 年度 環境局事業概要－廃棄物編－」（令和 7 年 8 月 川崎市） 
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表 4.5.1-2 ごみ焼却量等の実績 

 
出典：「令和 7 年度 環境局事業概要－廃棄物編－」（令和 7 年 8 月 川崎市） 
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計画地を含む川崎区は、川崎生活環境事業所管内に属しており、表4.5.1-3 に示すとお

り、種類に応じた分別収集が行われている。 

計画地が位置する日進町のごみの収集日は、普通ごみは月曜日、木曜日、粗大ごみ（家

具類、電気・ガス石油器具類等）、小物金属（一辺が 30cm 未満）は毎月第 1、第 3 週の

火曜日、空き缶、ペットボトル、空きびん、使用済み乾電池は土曜日、ミックスペーパー

(紙マークがついているもののほか、お菓子の箱、投げ込みチラシ、パンフレット、包装

紙、(窓付き)封筒、ハガキ、写真、ノート、メモ帳、シュレッダー紙などの紙)は水曜日、

プラスチック資源（生鮮食料品のトレイ、カップ麺の容器、お菓子の袋、シャンプーボト

ル等、プラスチックでできた容器や包装）は金曜日である。新聞等の古紙類、古着、古布

等は、市収集ではなく地域の資源集団回収が実施される。 

粗大ごみの回収は、収集日の 3 日前（土・日曜日、12 月 31 日～1 月 3 日を除く）まで

に、電話、インターネット(24時間受付)又はFAX(聴覚等に障がいのある方専用)で川崎市

粗大ごみ受付センターへ申込むことになっている。 

エアコン、テレビ（ブラウン管式、液晶・プラズマ式）、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機及び

衣類乾燥機については、「特定家庭用機器再商品化法」に基づき、電気店や家電リサイク

ル協定店等に処理を依頼する等、適切な処理を行うこととなっている。パソコンについて

は、「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づき、メーカー等が回収、リサイクル

を行っている。オートバイ（原動機付き自転車を含む）については、廃棄二輪車取扱店、

指定引取窓口等に処理を依頼することとなっている。 

表 4.5.1-3 計画地における一般廃棄物の分別収集 

廃棄物の種類 収集日等 備    考 
普通ごみ 月曜日、木曜

日 
・コップ、茶わん、皿、板ガラス、鏡、化粧品のびん、陶器・

素焼き類、白熱電球、LED ランプなどは、厚紙に包み「ワレモ
ノキケン」と記入する。 

・蛍光管は、厚紙に包み「蛍光管キケン」と記入する。 
粗大ごみ 毎月第 1、第 3

回目火曜日 
・粗大ごみは収集日の 3 日前（土・日曜日、12 月 31 日～1 月 3

日を除く）までに、粗大ごみ受付センターへ申し込む。 
小物金属 
(一辺が 30cm 未満の
小型金属類) 

毎月第 1、第 3
回目火曜日 

・小物金属（なべ、フライパン、やかん等の調理用品で、柄、
取っ手、注ぎ口を除き大きさが 30cm 未満のもの及びかさ・針
金ハンガー）については、申し込みの必要はなく、無料収集
する。 

・リチウムイオン電池等は、絶縁して透明な袋に入れ、貼り紙
をする。 

資源物 
(空き缶・ペットボ
トル、空きびん、
使用済み乾電池、
ミ ッ ク ス ペ ー
パー、プラスチッ
ク製容器包装) 

空き缶・ペッ
トボトル、空
きびん、使用
済み乾電池：
土曜日 
 
ミックスペー
パー：水曜日 
 
プラスチック
資源：金曜日 

・空きびん(飲料びん・調味料びんなどの食品のびん) 
・使用済み乾電池：積層型・筒型乾電池及びリチウムコイン乾

電池のみ収集。 
・ミックスペーパー(紙マークがついているもののほか、お菓子

の箱、投げ込みチラシ、パンフレット、包装紙、(窓付き)封
筒、ハガキ、写真、ノート、メモ帳、シュレッダー紙などの
紙) 

・プラスチック製容器包装(生鮮食料品のトレイ、カップ麺の容
器、お菓子の袋、シャンプーボトル等、プラスチックででき
た容器や包装) 

※ボタン電池は電気店等に設置してある「ボタン電池回収缶」
に返却する。 

※ニカド電池等の充電式電池は、「リサイクル協力店」に加入
の販売店に設置してある「リサイクル BOX」に返却する。 

※ペットボトル(マークのついた飲料、酒、みりん類、しょう油
用等の容器)はキャップ・ラベルを分別する。 

※プラスチック製のおもちゃなどや文房具などの製品は普通ご
みとして分別する 

※新聞紙・雑誌・段ボール・牛乳パック等は、資源集団回収・
店頭回収等で収集される。 

資料：「ごみの出し方」（令和 7 年 10 月閲覧 川崎市ホームページ） 
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(2) 予測、環境保全のための措置及び評価 

ア．予測 

本事業の供用時に発生する一般廃棄物の排出量及び処理・処分方法は、表 4.5.1-4に示す

とおりである。１日当たりの排出量は、家庭系焼却ごみが 426kg、家庭系資源化物が 151kg

の合計 577kg と予測する。一般廃棄物は計画建築物内に設置される廃棄物保管庫に種類ごと

に分別・保管する。処理・処分については、焼却ごみについては川崎市により収集・焼却処

分、資源化物については川崎市又は回収業者により収集・資源化されるものと予測する。 

表 4.5.1-4 一般廃棄物の種類別排出量 

種類 排出量（kg/日） 主な処理・処分方法 

家庭系焼却ごみ 426  

 普通ごみ 405 
川崎市により収集・焼却処分 

粗大・小物金属・一時多量 可燃分 21 

家庭系資源化物 151  

 粗大・小物金属・一時多量 資源化分 6 

川崎市により収集・資源化 

空き缶 13 

空きびん 18 

ペットボトル 11 

ミックスペーパー 17 

プラ資源 27 

資源集団回収 58 回収業者により収集・資源化 

小型家電 0（0.05） 

川崎市により収集・資源化 
使用済み乾電池 1 

蛍光管 0（0.03） 

その他 0（0.40） 

注）四捨五入の関係で合計が合わないことがある。 

 

イ．評価 

共同住宅の供用時における 1 日あたりの一般廃棄物の排出量は、約 577kg と予測する。共

同住宅用地敷地内に廃棄物保管施設を設け、発生した一般廃棄物は普通ごみ、粗大ごみ、小

物金属、資源物の種類ごとに分別、保管された後、川崎市等により適正な処理が行われると

予測する。 

さらに、家庭系一般廃棄物については、「川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条

例」及び「廃棄物保管施設設置基準要綱」に基づき、住宅棟１階に廃棄物保管施設を設け、

分別収集の徹底を促す等の環境保全のための措置を講ずる。 

以上のことから、資源の循環が図られるとともに、周辺地域の生活環境の保全に支障はな

いものと評価する。 
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4.5.2 産業廃棄物 

(1) 現況調査 

ア．産業廃棄物の状況 

令和元年度における川崎市の産業廃棄物の排出量及び処理状況について、建設業から発生

したものについて抽出すると、表 4.5.2-1 に示すとおりである。また、川崎市における産業

廃棄物処理施設の設置状況は表 4.5.2-2 に示すとおりである。 

建設業からの産業廃棄物の排出量は、562 千 t/年であり、再生利用量は 474 千 t/年

（84.3％）、減量化量が 75千 t/年（13.4％）で、最終処分量は 13千 t/年（2.3％）となっ

ている。 

川崎市内に産業廃棄物処理施設は 175 施設設置されている。 

 

表 4.5.2-1 産業廃棄物の排出及び処理状況（令和 5 年度） 

業種 排出量※1 再生利用量※2 減量化量※3 最終処分量※4 

建設業 
562 千 t/年 
（100.0％） 

474 千 t/年 
（84.3％） 

75 千 t/年 
（13.4％） 

13 千 t/年 
（2.3％） 

※1：排出量：発生量のうち、有償物量（中間処理することなく、他人に有償で売却した量。他人に

有償売却できるものを自己利用した場合も含む）を除いた量 

※2：再生利用量：直接または中間処理後に再生利用された量 

※3：減量化量：中間処理により減量した量 

※4：最終処分量：直接または中間処理後に最終処分された量 

注) 上記の数字は四捨五入しているため、合計が合わない場合がある。 

資料：「令和 6 年度川崎市産業廃棄物実態調査報告書（令和 5 年度実績）」（令和 7 年 3 月 川崎

市） 

  



- 154 - 

 

表 4.5.2-2 川崎市内の産業廃棄物処理施設の設置状況（令和 6 年度） 

設置者 
区分 

事業者 処理業者 公共団体 計 

汚泥の脱水施設 
施設
数 

31 10 3 44 

m3/日 5,923 2,139 4,543 12,605 

汚泥の乾燥施設 
施設
数 2 2  4 

m3/日 70 115  185 

汚泥の焼却施設 
施設
数 

4 6  10 

m3/日 288 4,008  4,296 

廃油の油水分離施設 
施設
数 

 2  2 

m3/日  190  190 

廃油の焼却施設 
施設
数 8 4  12 

m3/日 268 266  534 

廃酸又は廃アルカリの中和施設 
施設
数 

1 4  5 

m3/日 4,000 1,497  5,497 

廃プラスチック類の破砕施設 
施設
数 

 30  30 

t/日  1,952  1,952 

廃プラスチック類の焼却施設 
施設
数 1 8  9 

t/日 7 3,889  3,896 

木くず又はがれき類の破砕施設 
施設
数 

 44  44 

t/日  27,447  27,447 

廃ＰＣＢ等又はＰＣＢ処理物の分解施設 
施設
数 

   0 

m3/日    0 

ＰＣＢ汚染物又はＰＣＢ処理物の洗浄施設
又は分離施設 

施設
数 

   0 

t/日    0 

産業廃棄物の焼却施設 
施設
数 

7 8  15 

t/日 776 4,217  4,993 

計 施設
数 

54 118 3 175 

資料：「令和 7 年度 環境局事業概要―廃棄物編―」（令和 7 年 8 月 川崎市） 
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(2) 予測、環境保全のための措置及び評価 

ア．予測 

(ｱ) 既存駐車場の解体に伴い発生する産業廃棄物 

既存駐車場の解体に伴い発生する産業廃棄物の種類、発生量及び処理・処分方法は、

表 4.5.2-3 に示すとおりである。産業廃棄物は、約 1,221t 発生すると予測する。これ

らの産業廃棄物は可能な限り資源化を図り、その結果として産業廃棄物の資源化量は、

約 1,209t と予測する。資源化が困難な産業廃棄物については、「廃棄物の処理及び清

掃に関する法律」に規定された産業廃棄物処理業の許可を受けた業者に委託し適正に処

理されると予測する。 

表 4.5.2-3 既存駐車場の解体に伴い発生する産業廃棄物 

廃棄物の
種類 

面積 深さ 発生量 
処理・処分 

方法 

再資源
化・縮減
率目標値 

資源化量 

① ② ③ = ①×② - ④ 
⑤ = ③×

④ 

アスファルトがら 約 3,300m2 0.25m 約 825m3 約 1,221t 再生砕石等 99％以上 約 1,209t 

注 1）アスファルト舗装の深さは、「構内舗装・排水設計基準」（国土交通省 平成 27 年）より推計した。 

2）発生量の重量換算は、「産業廃棄物の種類ごとの集計単位と重量換算係数(Ver.1.5)」(令和 2 年

1 月 日本産業廃物処理振興センター)より、1.48t/m3 とした。 

3）再資源化率目標値は、「建設リサイクル推進計画 2020～「質」を重視するリサイクルへ～」

（令和2年 9月 国土交通省）（アスファルト・コンクリート塊の 2024 達成基準値）によった。 

 

(ｲ) 計画建築物の建設に伴い発生する産業廃棄物 

計画建築物の建設に伴い発生する産業廃棄物の種類、発生量及び処理・処分方法は、

表 4.5.2-4 に示すとおりである。産業廃棄物は、住宅棟で約 1,360t、駐車場で約 194t、

合計約 1,554t 発生すると予測する。これらの産業廃棄物は種類ごとに分別し可能な限

り資源化を図り、その結果として産業廃棄物の資源化量は、住宅棟で約 1,259t、駐車

場で約 172t、合計約 1,431t と予測する。資源化が困難な産業廃棄物については、「廃

棄物の処理及び清掃に関する法律」に規定された産業廃棄物処理業の許可を受けた業者

に委託し適正に処理されると予測する。 

 

イ．評価 

工事中に発生する産業廃棄物は、既存駐車場の解体に伴い発生する産業廃棄物が約

1,221t、計画建築物の建設に伴い発生する産業廃棄物が約 1,554t、合計約 2,775t であると

予測する。これらの工事中に発生する産業廃棄物については、種類ごとに分別し可能な限り

資源化を図り、その結果として産業廃棄物の資源化量は、既存駐車場の解体に伴い発生する

産業廃棄物が約 1,209t、計画建築物の建設に伴い発生する産業廃棄物が約 1,431t、合計約

2,640t と予測する。資源化が困難な産業廃棄物については、「廃棄物の処理及び清掃に関

する法律」に規定された産業廃棄物処理業の許可を受けた業者に委託し適正に処理されると

予測する。 

さらに、廃棄物の搬出時には、荷崩れや飛散等が生じないようにカバーシートを使用する

等の環境保全のための措置を講ずる。 

以上のことから、資源の循環が図られるとともに、周辺地域の生活環境の保全に支障はな

いものと評価する。  
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表 4.5.2-4(1) 計画建築物の建設に伴い発生する産業廃棄物（住宅棟） 

廃棄物の種類 

施 設 
の 

延べ面
積 

発 生 
原単位 

(品目別) 
発生量 

処理・処分 
方法 

再資源化・
縮減率目標

値 
資源化量 

① ② 
③=①×
②÷
1,000 

- ④ ⑤=③×④ 

がれ

き類 

コンクリート塊 

32,300m2 

9.4kg/m2 約 304t 

再生砕石等 99％以上 

約 301t 

アスファルト・ 

コンクリート塊 
2.4kg/m2 約 78t 約 77t 

ガラスくず 

及び陶磁器くず 
2.1kg/㎡ 約 68t 再生ガラス等 

98％以上 

約 66t 

廃プラスチック類 3.4kg/㎡ 約 110t 固形燃料等 約 108t 

金属くず 2.1kg/㎡ 約 68t 鋼材等 約 66t 

木くず 4.4kg/㎡ 約 142t チップ化等 97％以上 約 138t 

紙くず 2.1kg/㎡ 約 68t 再生紙等 

98％以上 

約 66t 

石膏ボード 3.6kg/㎡ 約 116t 石膏ボード原料等 約 114t 

その他 6.4kg/㎡ 約 207t 分別等 約 203t 

混合廃棄物 6.2kg/㎡ 約 200t 分別等 60％以上 約 120t 

合計 
42.1kg/

㎡ 
約 1,360t － － 

約

1,259t 

注 1）発生原単位(品目別)は、「建築系混合廃棄物の原単位調査 2022 年度データ」（令和 6 年 3 月 (社)日

本建設業連合会）（RC 造 10,000m2 以上の原単位）によった。 

注 2）再資源化率目標値は、「建設リサイクル推進計画 2020～「質」を重視するリサイクルへ～」（令和 2 年

9 月 国土交通省）（混合廃棄物は 2018 目標値、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、木

くずは 2024 達成基準値、その他の廃棄物は 2 建設廃棄物全体の 2024 達成基準値）によった。 

表 4.5.2-4(2)  計画建築物の建設に伴い発生する産業廃棄物（駐車場） 

廃棄物の種類 

施 設 の 
延べ面積 

発 生 
原単位 

(品目別) 
発生量 

処理・処分 
方法 

再資源化・
縮減率目標

値 
資源化量 

① ② 
③=①×
②÷
1,000 

- ④ ⑤=③×④ 

がれ

き類 

コンクリート塊 

2,700m2 

11.3kg/m2 約 31t 

再生砕石等 99％以上 

約 30t 

ア ス フ ァ ル ト ・ 

コ ン ク リ ー ト 塊 
5.6kg/m2 約 15t 約 15t 

ガラスくず 

及び陶磁器くず 
4.2kg/m2 約 11t 再生ガラス等 

98％以上 

約 11t 

廃プラスチック類 2.9kg/m2 約 8t 固形燃料等 約 8t 

金属くず 4.5kg/m2 約 12t 鋼材等 約 12t 

木くず 3.9kg/m2 約 11t チップ化等 97％以上 約 10t 

紙くず 1.5kg/m2 約 4t 再生紙等 

98％以上 

約 4t 

石膏ボード 5kg/m2 約 14t 石膏ボード原料等 約 13t 

その他 15.2kg/m2 約 41t 分別等 約 40t 

混合廃棄物 17.7kg/m2 約 48t 分別等 60％以上 約 29t 

合計 71.8kg/m2 約 194t － － 約 172t 

注 1）発生原単位（品目別）は、「建築系混合廃棄物の原単位調査 2022 年度データ」（令和 6 年 3 月 (社)

日本建設業連合会）（S 造 3,000m2 未満の原単位）によった。  

注 2）再資源化率目標値は、表 4.5.2-3(1)と同様とした。 
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4.5.3 建設発生土 

(1) 現況調査 

ア．建設発生土の状況 

平成 30 年度における神奈川県での建設発生土の排出状況は、表 4.5.3-1 に示すとおりで

あり、建設発生土の場外排出量の合計は約 3,098 千 m3 であり、現場内利用量は約 1,990 千

m3である。 

 

表 4.5.3-1 建設発生土の排出状況（平成 30 年度：神奈川県） 

工事区分 

有効利用量(千 m3) 

計 

その他(千 m3) 

計 

場外 

搬出量 

(千 m3) 

現場内 

利用量 

(千 m3) 

公共 

工事等

での 

利用 

売却 

他の工

事現場 

(海面) 

採石場 

・砂利

採取等

跡地 

復旧 

最終 

処分場

覆土 

公共工事

等以外の 

有効利用 

廃棄物

最終 

処分場 

(覆土

以外) 

ストッ

クヤー

ド等再

利用な

し 

土捨場 

・残土

処分場 

土木工

事 

公共 105.0 0.0 7.7 450.7 6.3 1,077.0 1,646.7 0.1 19.0 93.1 112.3 1,759.0 1,119.2 

民間 192.1 0.0 0.8 70.5 0.4 51.7 315.4 0.0 0.3 47.4 47.7 363.1 246.4 

新築・ 

増築工事 
0.4 0.0 0.3 169.0 9.2 459.4 638.3 2.5 0.8 330.2 333.5 971.8 520.3 

解体工事 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 1.6 2.0 0.0 0.0 0.1 0.1 2.1 104.0 

修繕工事 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.9 1.1 0.0 0.0 0.9 0.9 2.0 0.2 

建設工事合計 297.6 0.0 8.9 690.4 16.1 1,590.6 2,603.5 2.7 20.1 471.7 494.5 3,098.0 1,990.1 

資料：「平成 30 年度 建設副産物実態調査結果」（令和 2 年 国土交通省） 

 

(2) 予測、環境保全のための措置及び評価 

ア．予測 

建設発生土量（ほぐし土量）は、表 4.5.3-2 に示すとおり約 11,278m3 と予測する。建設

発生土は計画地での埋め戻しや保管等が困難であるため、全量を場外搬出する計画であり、

受入地の受入基準への適合を確認したうえで場外搬出することにより、適正に処理される

と予測する。 

 

表 4.5.3-2 建設発生土量の予測結果 

建築面積 掘削深度 
掘削土量 

（地山量） 

土量変化率 

(ほぐし率) 

建設発生土の 

発生量 

（ほぐし土量） 

約 1,270m2 約 7.1～7.7m 約 9,398m3 1.2 約 11,278m3 

注）ほぐし率の値は、「国土交通省土木工事積算基準」（令和 7 年 5 月 国土交通省） 

を参考とした。 

 

イ．評価 

本計画の工事による建設発生土は、約 11,278m3 と予測する。建設発生土は計画地での埋

め戻しや保管等が困難であるため、全量を場外搬出する計画であり、受入地の受入基準への

適合を確認したうえで場外搬出することにより、適正に処理されると予測する。 

さらに、建設発生土の搬出に際しては、飛散防止のため搬出車両の荷台にカバーシート等

を使用する等の環境保全のための措置を講ずる。 

以上のことから、資源の循環が図られるとともに、周辺地域の生活環境の保全に支障はな

いものと評価する。 
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